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史跡地の範囲 ・制限の詳細は

文化財課にお尋ねください。

また、 地面を掘削する独立広

告物等を設置する場合は事前

に文化財課への申請が必要な

場合があります。

・自家用広告物

　➡規模によって申請が必要

・非自家用広告物

　➡必ず市への申請が必要

※申請の有無や地区判断は設置前に
　必ず担当課にお問合せください


